
■
重
曇
３
な
い
墜
す

企
業
の
株
主
名
簿
に
は
個
人
株
主

る
が
、
機
関
投
資
家
の

載
っ
て
い
な
い
の
だ
。　
」

国
内
外
の
年
金
基
金
な
ど
が
株
式

，

保
有
し
て
い
る
場
合
、
多
く
は
株

に
は
信
託
銀
行
な
ど
の
名
前

る
に
す
ぎ
な
い
。
株
主
名
簿
上

は

「常
任
代
理
人

（カ
ス
ト
デ
ィ
ア

ン
）
」
な
ど
の

「名
義
人

（ノ
ミ
ニ

ー
）
」
で
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

運
用
を
担
当
し
て
い
る
実
質
株
主
が

誰
か
は
分
か
ら
な
い
の
だ
。

そ
の
た
め
実
態
が
分
か
ら
ず
、
憶

主

（投
資
家
）
が
対
象
だ
。
と
い
う

測
が
憶
測
を
呼
び
か
ね
な
い
ケ
ー
ス

の
は
、
英
米
な
ど
で
は
株
主

（投
資

も
出
て
く
る
。
例
え
ば

「Ｓ
Ｓ
Ｂ
Ｔ

家
）
が
自
ら
の
保
有
内
容
を
開
示
す

。
Ｏ
Ｄ
０５

。
オ
ム
ニ
バ
ス
ア
カ
ウ
ン

る
法
的
な
仕
組
み
が
存
在
す
る
か
ら

卜

・
ト
リ
ー
テ
ィ
」
。
米
報
道
に
よ

で
あ
る
。

る
と
、
こ
の
名
前
の
背
後
に
は
中
国

　

米
国
の
場
合
、
連
邦
証
券
法
に
基

政
府
系
フ
ァ
ン
ド

（Ｓ
Ｗ
Ｆ
）
の
存

づ
き
、
銀
行
や
保
険
会
社
、
年
金
基

在
が
浮
か
び
上
が
る
と
い
う
が
、
最

金
、ミ
ヽ
ュ
ト
チ

ュ
ア
ル
フ
ァ
ン
ド
（投 ―

⑫
―

近
も
多
数
の
日
本
企
業
の
大
株
主
リ

ス
ト
に
載

っ
て
い
る
と
し
て
、
全
国

紙
や
週
刊
誌
で
取
り
上
げ
ら
れ
、
大

き
な
話
題
に
な
っ
た
。

■
先
例
を
つ
く

っ
た
米

・
英

こ
の
こ
と
は
日
本
企
業
に
と
っ
て

一
つ
の
課
題
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、多

く
の
企
業
で
大
株
主
の
動
向
を
チ

ェ

ッ
ク
し
、
投
資
家
訪
間
の
候
補
選
定

や
投
資
家
に
よ
る
自
社
に
対
す
る
見

方
を
知
る
た
め
に
、
こ
う
し
た
実
質

株
主
の
判
明
調
査
を
行
っ
て
い
る
。

こ
う
し
た
調
査
は
主
に
外
国
人
株

米山徹幸 経営学部教授
資
信
託
）
な
ど

一
任
運
用
資
産
が
１

求
め
ら
れ
る
。ま
た
、当
該
株
式
の
自

資
家
の
株
式
保
有
に
関
し
て
い
英
米

億
が

（約
８０
億
円
）
以
上
の
機
関
投

己
保
有
や
、
他
人
保
有
な
ど
も
会
社

の
よ
う
な
法
的
な
枠
組
み
は
な
い
。

資
家
は
保
有
株
式
の
明
細
を
す
べ
て

側
に
知
ら
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
　
言
う
ま
で
も
な
く
、
運
用
側
の
論
理

書
き
込
ん
だ
リ
ポ
ー
ト
を
四
半
期
ご

　

こ
れ
に
応
じ
な
い
場
合
、
各
社
は

を
深
く
理
解
す
る
こ
と
は
企
業
経
営

と
に
米
証
券
取
引
委
員
会
（Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
配
当
の
停
止
や
議
決
権
の
停
止
な
ど

に
市
場
を
通
じ
た
緊
張
関
係
を
も
た

に
提
出
し
て
い
る
。
こ
の

「様
式
１３

の
処
置
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
株

ら
す
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

‐
Ｆ
」
の
情
報
は
Ｓ
Ｅ
Ｃ
の
ウ

ェ
ブ

式
の
保
管
や
事
務
を
代
行
す
る
カ
ス

　

企
業
の
発
信
す
る
Ｉ
Ｒ
に
つ
い

サ
ィ
ト
で
、
２４
時
間
、
誰
で
も
無
料

ト
デ
ィ
ア
ン
を
意
識
し
た
仕
組
み

て
、
全
米
Ｉ
Ｒ
協
会
は

「企
業
と
金

で
入
手
で
き
る
。　
　
　
　
　
　
　
　
だ
。
回
答
は
開
示
さ
れ
る
。
　
　
　
　
融
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
そ
の
他
の
ス
テ

ま
た
英
国
の

´
２
０
０
６
年
会
社
法
　
‘
投
資
家
・株
主
に
向
け
た
情
報
（Ｉ

Ｉ
ク
ホ
ル
ダ
ー

（利
害
関
係
者
）
と

７
９
３
条
は
、
公
開
会
社
に
泊
社
の

Ｒ
）
を
め
ぐ
る
双
方
向
の
や
り
取
り

の
間
に
、
最
も
効
果
的
な
双
方
向
コ

株
式
所
有
を
調
査
す
る
権
限
、
つ
ま

も
、
具
体
的
な

「顔
」
を
持
つ
機
関

ミ
■

ニ
ケ
ト
シ
ヨ
ン
を
実
現
す
る
た

り

「真
の
株
主
」
を
割
り
出
す
権
限

投
資
家
の
実
名
が
明
ら
か
に
な
り
、
　
め
の
戦
略
的
な
経
営
一員
務
で
あ
る
」

を
与
え
て
い
る
。
各
社
と
も
自
社
の

誰
で
も
ア
ク
セ
ス
で
き
る
開
示
デ
ー

と
明
言
し
て
い
る
。　
　
　
　
　
・

直
前
３
年
間
の
株
式
保
有
に
利
害
が

夕
と
な
れ
ば
、
企
業
の
当
事
者
の
取

　

昨
年
に
起
こ
っ
た
福
島
第
１
原
発

あ
る
と
信
ず
る
だ
け
の
根
拠
が
あ
れ

り
組
み
も
気
合
が
違
う
と
い
う
．も
の

事
故
、
や
ら
せ
メ
ー
ル
、
飛
ば
し
な

ば
、
国
の
内
外
を
問
わ
ず

「７
９
３

だ
。
も
ち
ろ
ん
、
名
前
が
明
ら
か
に

ど
日
本
企
業
の
情
報
開
示
に
絡
む
間

条
通
知
」
と
称
す
る
書
面
を
発
信
で

な
る
実
質
株
主
も
同
様
だ
ろ
う
。　
　
題
は
、
ど
れ
も
企
業
情
報
に
対
す
る

き
る
。
株
式
保
有
の
有
無
や
保
有
目

　

■
日
本
は
手
つ
か
ず
　
　
　
　
　
信
頼
を
大
き
く
損
な
う
も
の
で
あ
っ

的
を
問
う
書
面
で
、
即
時
の
回
答
が

　

日
本
は
ど
う
か
。
現
在
、
機
関
投

た
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
¨

そ
れ
だ
け
に
、
情
報
を
発
信
す
る

企
業
と
情
報
を
受
信
す
る
投
資
家
と

の
間
に
、
緊
張
感
を
持
ち
込
む
構
図

が
求
め
ら
れ
て
い
る
と
い

っ
て
い

い
。
英
米
並
み
の

「実
質
株
主

・
投

資
家
」
を
把
握
す
る
法
的
な
仕
組
み

を
用
意
し
た
い
。


